
船舶事故調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（かき
．．

筏
いかだ

） 

発生日時 平成３０年９月１５日 ２１時３０分ごろ 

発生場所 広島県広島港第３区 

広島港草津外中防波堤灯台から真方位１５３°１.２海里（Ｍ）付

近 

（概位 北緯３４°２０.６′ 東経１３２°２４.８′） 

事故の概要 プレジャーボートSAFETY
セ ー フテ ィ

は、南東進中、かき
．．

筏に衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年９月２８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート SAFETY、４.５トン 

 ＨＳ３－４３７６９（漁船登録番号）、個人所有 

第２７０－４８１３７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 プロペラ翼等に曲損 

かき
．．

筏 竹材の一部に割損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風速 約２.４m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

月齢：４.９ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人等８人を乗せ、花火大会の見

物を終え、帰航の目的で、広島港第１区にある係留地に向けて広島港

広島ガス廿日市
は つ かい ち

シーバース灯の南西方沖を出発した。 

本船は、法定灯火を表示し、船長が、操縦席に腰を掛けて操船に当

たり、ＧＰＳプロッター及び０.５Ｍレンジに設定したレーダーを起

動させ、手動操舵により約１５～２０ノットの対地速力で東南東進し

ていた。 

本船は、針路をかき
．．

養殖施設（以下「Ａ施設」という。）と別のか
．

き
．
養殖施設（以下「Ｂ施設」という。）との間に向け、‘同じ方向に向

かって航行する船舶’（以下「先航船」という。）の後方を南東進中、

先航船に続いて左転したところ、かき
．．

筏（以下「本件かき
．．

筏」とい

う。）に衝突し、乗り上げた。 

船長は、これまでに本件かき
．．

筏付近を航行したことがなく、先航船

の後ろをついて行けば、Ａ施設とＢ施設との間を安全に航行できると

思い、ＧＰＳプロッターとレーダーを見ていなかったが、もう少し速

力を落とした上で両機器を活用し、自船の位置を確認して航行すれば

よかったと本事故後に思った。 



 

分析 本船は、広島港第３区に設置されたＡ施設とＢ施設との間を南東進

中、船長が、先航船の後ろをついて行けば安全に航行できると思い、

船位の確認を適切に行っていなかったことから、本件かき
．．

筏の存在に

気付かずに左転し、本件かき
．．

筏に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船がＡ施設とＢ施設との間を南東進中、船長

が、先航船の後ろをついて行けば安全に航行できると思い、船位の確

認を適切に行っていなかったため、本件かき
．．

筏の存在に気付かずに左

転し、本件かき
．．

筏に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間、かき
．．

筏が設置された海域を航行する場合、安全な速力と

し、レーダー及びＧＰＳプロッターを活用して船位の確認を適切

に行うこと。 

・かき
．．

筏との距離を十分に保つこと。 


